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能登半島地震災害対応
※石川県公表資料（３月時点）

浄化槽を含む
上下水道一体
の復旧を推進
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※環境省公表資料（令和6年10月7日時点）
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令和６年能登半島地震における浄化槽の復旧に対する地方負担の軽
減（国庫補助率嵩上げ等）について

※石川県公表資料
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能登半島地震により被災した浄化槽の復旧に係る
コールセンター概要 （個人設置浄化槽対象）
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被災した個人設置浄化槽の位置情報システムを構築

11条検査結果書の情報をもとに作成
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コールセンターによる被害状況調査受付件数・調査結果概要

設置浄化槽種類

浄化槽被害状況

住宅被災状況

2024年9月29日時点 総受付数 3,111件

合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 不明 合計件数

1,432 1,109 660 3,111

使用可能 修理必要 入替必要 未調査 合計件数

242 403 2,319 137 3,101

建築用途

住宅 集合住宅 併用住宅 その他 不明

2,440 20 72 205 374

被害なし 被害あり 不明

235 1,973 903
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個人設置型浄化槽被害状況調査を通じて浮かび上がった問題点

□浄化槽の設置場所、人槽、種類、維持管理状況などの情報が把握されていない

・11条検査の受検率 石川県全体 46.5％

（宮城県 91.9％）

2024/09/29時点における調査集計では、全3,111件の相談件数のうち法定検査を受検している

浄化槽は2,359件であり、それ以外の浄化槽は、行政及び指定検査機関において、浄化槽の人槽、種類、

維持管理状況などの情報が把握できていない状況となっていた。このような状況が被災した浄化槽の

復旧の初動の遅れに影響したものと考えられる。

□浄化槽の被害の大きさ

相談件数3,111件のうち、2,922件が入替や修理が必要であった。

建物に被害が無いと思われる件数は235件であったが、そのうち浄化槽が使用可能であるのは9件の

み。226件については、 入替や修理が必要であった。

今回の被害状況調査のみでは、浄化槽が破損に至った具体的な要因の詳細は不明であるが、住宅の被

災状況として、地盤沈下や隆起、建物の傾き、液状化などが挙げられており、特に、液状化現象が、今回

の浄化槽の被害を大きくしたものと思われる。

9



今後の方向性について

□生活排水処理施設の復旧整備

・下水道から浄化槽への転換 （集合処理から個別処理）

☆人口減少、過疎化、高齢化が進行していた地域において、さらなる被災による人口

の流出が予想される。被害を受けた下水道の復旧整備にあたっては、迅速な対応が

可能であり整備費が下水道より安価となる浄化槽が望ましい。

→国土交通省「 上下水道地震対策検討委員会 中間とりまとめ 令和6年５月 」より抜粋

「施設規模の適正化や施設の広域化・統廃合の可能性や被災時の機能確保方法も検討しつつ、

必要に応じて運搬送水や浄化槽等の分散型システムの活用も含め、災害に強く持続可能な

将来にふさわしい整備を行うべき。」（Ｐ２）

☆能登地方の特性や復興まちづくりなどを踏まえ、水道事業、汚水処理事業全体の持続性

向上を目指して以下について考慮すべきではないか。

→適切な汚水処理手法の選択 （下水道から浄化槽への転換など）
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□浄化槽台帳の速やかな整備

・災害時における浄化槽の被害状況の迅速な把握と復旧のために、浄化槽台帳の整備

は必須

→浄化槽台帳の整備が進んでいないために、どこにどのような浄化槽が設置されているか把握

できない。

→平時においても、台帳が未整備のため、設置や維持管理の実態を把握することが出来ず、浄

化槽に関する指導監督ができない、法定検査の効率的な運用と受検率の向上が図れない、

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が進まない、といったような問題も未解決。

→台帳をシステムとして簡易に構築、更新し、より効果的に官民協同で活用することを可能と

する台帳システムの電子化が重要。

今後の方向性について
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浄化槽を活用した避難所トイレシステム

避難所浄化槽を設置する利点

・下水道区域において、災害時に下水道が被災し下水道の使

用が制限された直後においても、浄化槽によりトイレの汚水

を沈殿処理し、消毒後に側溝等に放流ができる。

・浄化槽の貯留部の容量を数か月分とすることにより、バキューム車
による引抜が長期に渡り不可能な場合でも、トイレが使用可能。

宮城県 下水道処理人口普及率 83.5％
仙台市 同 98.7％
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避難所トイレシステムに必要となる主な設備

災害時使用を想定した屋内トイレ

平時に使用している既設トイレの一部を災害時の主たるトイレ

とする。節水型洋式トイレとし、障害者用専用トイレも確保。

携帯トイレやマンホールトイレの併用も計画する。

トイレ洗浄水等の供給設備

井戸水、雨水貯留槽、プール水など。場合によりろ過機や

脱塩素装置も設置

電源供給設備

ポンプ（トイレ洗浄水用、浄化槽）、浄化槽ブロワに必要な電源

を太陽光発電設備により確保。発電量不足時に備え、自家発電

装置等の分散型発電装置も設ける。 13
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